
慶応義塾大学知的財産知的財産センター所長 
羽鳥賢一教授に「iPS 細胞研究の知財戦略」を聞く 

インタビュアー：本間 美和子、佐藤勝昭、森本 茂雄 

聞き手：JST では iPS 細胞について一般の方にわかりやすく情報を提供するために「iPS Trends」とい

うサイトを開設し、本間先生の監修のもとで運営しています。さて、先生が 2 月 4 日にシンポジ

ウムで講演された「iPS 細胞が切り拓く今後の医学研究」のスライドを岡野栄之先生を通じてい

ただいたのですが、このまま iPS Trends に載せても一般の方にはわかりにくいので、お時間を頂

いてお話を伺おうと言うことになったようなわけです。 
羽鳥：製薬協という団体があるのですが、そこの知財部が日本の iPS 研究者を支援

しようと、あのシンポジウム資料を持って製薬会社を訪問して、アメリカの特

許制度を意識して特許出願をするのが有益と説いて回っているようです。 
聞き手：ところで、先生のご経歴を拝見しますと、特許庁に長くおられたのですね。

その後、医療福祉機器研究所や産総研にもおつとめになられたようですが。今は、完全に

こちらに移られたのですか。 
羽鳥：確かに、私のキャリアのうちで一番長いのは特許庁です。その後、経産省関係の機関に出向しま

したが、2 年前から、役所を完全に辞めて慶応大学に勤めております。 
聞き手：先生は、ライフサイエンス系の研究者だったのですか。 
羽鳥：いいえ、私は特許審査でライフ系を扱っていただけです。 

日米でこんなに違う特許の仕組みと特許戦略 

聞き手：いただいた資料に沿ってご説明をいただけるでしょうか。 
羽鳥：スライド２の「知的財産推進計画 2008」ですが、日本は米国に比して保護が足りないというこ

とで、過去にも 1 度 2005 年に（審査基準の）運用で改善を図ったのですが、今度も iPS が話題

になり、ヒヤリングを行った結果、運用で改善が見ら

れつつあります。 
「知的財産推進計画２００８
－世界を睨んだ知財戦略の強化－」抜粋
（２ ０ ０ ８ 年６ 月１ ８ 日知的財産戦略本部決定）

１）iPS細胞関連技術を含む先端医療分野における保護の在り

方を検討する

医療分野に広く応用可能で国際的な研究開発競争や知
的財産取得競争が激化しているｉＰＳ細胞関連技術を含む先
端医療分野における適切な特許保護の在り方について、２０
０８年度から直ちに検討を開始し、２００５年４月に改訂され
た特許審査基準の運用状況及び先端医療分野の技術の特
許保護に関する国際的な議論の動向も踏まえ、早急に結論
を得る。

（内閣官房、内閣府、厚生労働省、経済産業省、関係府省）
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聞き手：法律を変えないで、運用でやるのですか？ 
羽鳥：あとで触れますが、（医療に適用しないというのは）

もともと運用だったのです。この背景には医師会の意

向や、保険が高くなるという危惧や、人の命を扱う行

為に特許とは・・という批判などがあったようです。

米国には制限がありません。しかし、医者は適用外と

いうことです。 

幹細胞関連特許
米国出願人のワールドワイドな出願戦略
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羽鳥：次に、スライド３「幹細胞関連の米国の World-wide
な出願戦略」をみてください。この出典は、「2008 年

度特許庁技術動向調査」です。特許件数のトップ 5 は、

米・日・欧・中・韓ですが、赤が米国の出願人、水色

は日本です。これを見ると米国の出願人は、米国内だ

けでなく、世界中を向いていて、日本においても日本

人の特許出願数より多い 40%もあるのです。これに対

し、日本からの米国への出願は、５％に過ぎません。 



聞き手：確かに米国は積極的ですね。 
羽鳥：スライド４は、医療関係の特許戦略の国際比較です。日

本においては、法律には、どこにも医療に適用するなと

は書いてないのです。審査基準の運用で医療行為に関し

ては該当しないとしています。米国には、基準を一切狭

めていません。欧州は、3 つのうち最も基準が厳しくて、

動物にまで適用外としています。岡野栄之先生は、先日

マーモセットでの動物実験の結果を Nature に発表しま

したが、これも欧州では特許がとれません。 

手術方法、治療方法の特許取得で、
米国における優遇的な特許制度

日本 × （特許法第２９条第１項）

産業上利用することができる発明をした者は、・・・その発明
について特許を受けることができる。

（審査基準）

人間を手術、治療又は診断する方法は、・・・「産業上利用す
ることができる発明」に該当しない。

米国 ○ （米国特許法第１０１条（抜粋））

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又
はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した
者は、・・・それについての特許を取得することができる。

欧州 × （欧州特許条約（EPC）第５３条（抜粋））

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

（ｃ）手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び
人体又は動物の体の診断方法 4

聞き手：それじゃ、PCT 特許といえども出す相手で変わるのですか。 

米国における医療行為
特許権利行使への制限

（米国特許法第２８７条第ｃ項（１９９６年成立））

(1)医師が侵害に該当する医療行為を実行した場合は、差止請求
権、損害賠償請求権…の規定は、かかる医師又は当該医療行為
に関与する関連医療機関には適用しない。

(2)「医療行為」とは、身体に対する医療又は外科的措置を施すこ
とを意味し、

(i) 装置、製造物または組成物に関する特許の使用、

(ii) 組成物の使用に関する特許の実施、

(iii) バイオテクノロジー特許の実施、

を含まない。」（第ｃ項(2)(A)）
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羽鳥：そうです。国ごとに適した明細書、クレーム、および、

サポートできる内容が違います。続いて、スライド５の

「米国における医療行為」ですが、米国特許法には、明

確に「医師または医療機関には適用しない。」と規定され

ています。 
聞き手：それって、微妙ですね。医師が特定の製薬会社の薬を

使ったとすれば、製薬会社には適用されるかも知れない

ですね。 

米国の特許制度への対応

先発明主義への対応
研究ノートの記載
但し、先発明者を認定する手続き用に耐えるためには、相当厳
しい記載基準・管理基準が必要。
なお、米国の先発明主義対応以外にも、真の発明者認定用等、
いろんな面で有益

仮出願制度
米国特有の制度で、一日を争う出願に有効。特に研究ノートの記
載に自信の無い場合には、積極活用が期待される。Thomsonも
Jaenischも3回の仮出願を経て、PCT出願している。

英語PCTで出願
特に日本人がPCT出願する際に重要で、英語で出願することに
より、米国での優先権主張に穴が開かない。
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羽鳥：その通りです。特定の会社から医師や医療機関がサポー

トされていた場合には、適用除外にならない可能性があ

ります。マネーフローがどうであったかが問われます。 

次にスライド６「米国の特許制度への対応」について述

べましょう。米国特許の特徴は「先発明主義」です。他

のどの国も「先願主義」を採っています。だから、研究

ノートがきちんとしていれば、遡って戦えるのです。ま

た、先願主義だからこそ、「仮出願」ができるのです。 
聞き手：米国でも国際水準に合わせ先願主義にしようという動きがあるようですが？ 
羽鳥：何度もそういう動きがありましたが、最後は議会がうんと言わないのです。今度も結局はそうな

らないでしょう。 
聞き手：先願主義だと研究ノートが大切なのですね。 
羽鳥：スライド７「研究ノート」をご覧下さい。２つのポイントがあります。１つは、先発明であるこ

とを認定することでいざというとき有効です。もう一つは

オリジナリティの審査で、一緒にやっていた誰にオリジナ

リティがあるかを判定するためです。研究ノートは大切な

ので、ノートに空白を作らないとか、第三者の署名がいる

とか、鍵のかかる場所に保管とか、いろいろうるさいです。 

研究ノート

利用目的

①米国特許制度対応（先発明主義による先発明者認定用）

②研究のオリジナリティ認定；発明者認定、共同研究等開始前
後の成果の帰属の認定等に有効

③ノートそれ自体が知的財産（ノウハウの塊）

米国で先発明者を認定する手続きで求められる主な条件

・改竄できないノートに空白を作らない記載

・証明したいページには、第３者のウイットネス

・鍵のかかるところに管理
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聞き手：日本でも、最近は研究ノートをつけようという方向に

来ていますが、日本の研究室の現状では、とてもそんなこ

とはできませんね。（笑） 

 



論文投稿と特許出願のタイミング 

羽鳥：スライド 9 から 11 には、今回の iPS について山中先生、Thomson 先生(Wisconsin 大)、Jaenisch
先生(MIT)がどのタイミングで特許を出し、どのタイミングで論文を刊行されたかを、調べてタイ

ムチャートにしてあります。まず、山中先生ですが、ス

ライド９のように、日本出願が先行していて 2005 年 12
月 13 日です。論文の受理が 4 ヶ月後の 2006 年 4 月 24
日、刊行されたのが 8 月 10 日です。PCT 特許出願は 1
年後の 2006 年 12 月 6 日です。特許が登録されたのは昨

年の 9 月 12 日です。このように山中先生のところでは一

応の特許戦略を持っていたと言えるでしょう。 

Received Online
Published

2005年
12月13日

2006年
4月24日

2008年9月12日登録
特許4183742号

山中／マウスiPS細胞
Cell 126(4) :663-76， Aug 25, 2006
「Induction of pluripotent stem cells from mouse 
embryonic and adult fibroblast cultures by 
defined factors.」

2006年
12月6日

8月10日

分割出願（2008年5月20日）

Received Online
Published

山中／ヒトiPS細胞
Cell 131(5) : 861-872， Nov 30, 2007
「Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult 
Human Fibroblasts by Defined Factors.」

2007年
10月29日

①日本出願
特願2005-359537
「核初期化因子」

②PCT出願
PCT/JP2006/324881
「核初期化因子」

③PCTの国内移行出願
特願2007-550210
「核初期化因子」

④分割出願
特願2007-550210
「Oct4，Sox2，Klf4，c-Myc」

11月20日

日本出願？

iPS細胞特許出願と論文投稿
京都大学山中教授の場合

特
許

論
文

9聞き手：最初の出願はマウスですよね。登録されたのはヒトも

含んでいるのですか。 
羽鳥：最初の出願の中には、ヒトについての研究も入っているのですが、うまくいっていないようなこ

とが書いてあるので、早く成立させるために、マウスという点に絞ったのではないかと思われま

す。特許庁の見解は、2005 年 12 月 13 日の出願がヒトも含んでいるということのようです。 

2007年
3月27日

2006年
8月10日

9月25
日

Online
Published

2007年
11月20日

①米国仮出願A
No. 60/974,980 

Received
10月29日

Online 
Published

山中／マウスiPS細胞

Cell 126(4) :663-76， Aug 25, 2006
「Induction of pluripotent stem cells from 
mouse embryonic and adult fibroblast 
cultures by defined factors.」

②米国仮出願B
No. 60/989,058

③米国仮出願C
No. 60/919,687 

11月19日

2007年
10月9日

Thomson／ヒトiPS細胞
Science 318: 1917-1920， Dec 21, 2007
「Induced Pluripotent Stem Cell Lines 
Derived from Human Somatic Cells」

山中／ヒトiPS細胞

Cell 131(5) : 861-872， Nov 30, 2007
「Induction of Pluripotent Stem Cells from 
Adult Human Fibroblasts by Defined 
Factors.」

2008年
3月21日Received

⑤PCT出願
PCT/US2008/057924
「SOMATIC CELL REPROGRAMMING」

④米国出願
No. 12/053440
「SOMATIC CELL REPROGRAMMING」

iPS細胞特許出願と論文投稿
Wisconsin大学Thomson教授の場合

特
許

論
文
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聞き手：じゃあその見解は日本独自のもので、外国では通用し

ないと言うことですか。 
羽鳥：そうです。特許では「属地主義」を採っていますから、

外国では別に判断されるのです。 
次いで、スライド 10 の Thomson 先生のケースを見てく

ださい。彼は、山中先生のマウスの論文に触発された形

で、ご自身の長年の ES 細胞の成果に iPS を取り入れる

という形で 3 月 27 日、9 月 25 日の２回「仮特許出願」

を行っています。 
聞き手：Thomson 先生は、実験せずに、アイディアだけで仮出願したのでしょうか。 
羽鳥：そんなことはないでしょう。すでに一定のデータが出ていたものと思われます。 

本出願は、論文よりずっと後での 2008 年 3 月 11 日です。特許の有効期限は、本出願から 20 年

ですから、米国だと仮出願から見れば 21 年あるわけです。医薬分野基礎では最後の 1 年が結構重

要なので、1 年でも本出願を遅らすことができるのは有効です。 
聞き手：ルールが違っていては、公正な戦いができないですね。 
羽鳥：国ごとに違うのですから、米国では米国流で戦えばよいのです。日本人だからといって、向こう

は区別することはありません。米国で出願するには米国

の制度を使えばよいのです。 
聞き手：仮出願は日本語でもよいのですか？ 
羽鳥：出願時は日本語でもよいのです。後で英語に直したもの

を提出すればよいのです。実際、慶応では岡野先生が米

国に日本語で仮出願した実例があります。さて、最後に

スライド 11 の Jaenisch 先生の場合ですが、投稿(2007
年 2月 27 日)が仮出願(2007 年 4 月 7日)に先行していま

す。これは、実際に刊行されるまでのタイムラグを考慮したものでしょう。 

2006年
8月10日

7月12
日

Online
Published

①米国仮出願A
No. 60/922,121 

山中／マウスiPS細胞

Cell 126(4) :663-76，Aug 25, 2006
「Induction of pluripotent stem cells 
from mouse embryonic and adult 
fibroblast cultures by defined factors.」

②米国仮出願B
No. 60/959,341

③米国仮出願C
No. 61/036,065 

2008年
3月12日

④PCT出願
PCT/US2008/004516
「REPROGRAMMING OF SOMATIC CELLS」

4月7日2007年
4月7日

2007年
2月27日

Received

Jaenisch ／iPS細胞（Nanogによる選抜）

Nature  448:  318-324 ， Jul 19, 2007
「In vitro reprogramming of fibroblasts into a 
pluripotent ES-cell-like state」

6月6日

Online
Published

Received

Publishe
d

2008年
2月19日

Jaenisch ／iPS細胞（B細胞）

Cell   133(2) : 250?264， Arp 18, 2008
「Direct Reprogramming of Terminally 
Differentiated Mature B Lymphocytes to 
Pluripotency」

Published

4月18日

山中／ヒトiPS細胞
Cell 131(5) : 861-872， Nov 30, 2007
「Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult 
Human Fibroblasts by Defined Factors.」

11月20日

Online
Published

特
許

論
文

iPS細胞特許出願と論文投稿
Whitehead研究所Jaenisch教授の場合
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聞き手：したたかですね。 
羽鳥：スライド 12 を見てください。仮出願しておいて、追加

の知見があると、また仮出願して、・・という風に本出願

までに固めていけるので、「仮出願」は米国で闘うときの

条件になります。なにしろ、グローバルな競争の舞台は

米国なのですから。ただ、何でもかんでも仮出願がいい

かというと、そうでもない。何しろお金がかかりますか

ら。米特許庁に払うのは 8000 円くらいですが、弁理士

費用を考えると 30 万円くらい必要です。 
製薬協に所属する各企業の戦略的研究をやっているところは、みんな米制度を把握しています。 

iPS細胞関連特許と論文

論文投稿と前後した特許出願及び仮出願

米国の仮出願を複数回経た後PCT出願

（仮出願の特徴）

・米国のみの制度

・1年以内に本出願すれば、仮出願日を優先権の基礎とすることができる。

・本出願の出願日が、出願から20年の特許権の期間開始日である。

・クレームは要件ではないが、簡単なクレームを作成することが通常。

発
明
創
出
！

仮出願
１

仮出願
２

仮出願
３ 本出願

１年以内

追加の
知見

追加の
知見 12

羽鳥：iPS 細胞に関する山中、Jaenisch、Thomson、桜田の４

つの特許を比較したものがスライド 13 です。どこを初

期化するかという点ですが、山中特許は 4 因子、Jaenisch
特許は血液のB細胞を加えています。その後山中先生は、

癌化しやすい c-Mycの代わりにサイトカイン bFGFを使

うことを加えています。一方、Thomson 特許は山中 4
因子のうち、K1f4、c-Myc の代わりに Nanog、Lin28 を

使います。彼は皮膚を初期化するのではなく ES 細胞を

分化させた間葉系細胞・線維芽細胞を使っているので初期化因子が違うのです。一方、桜田特許

は、4 因子のうち c-Myc に代えて HDAC 阻害剤を使っています。彼は、ヒト皮膚・骨髄に含まれ

る未分化の幹細胞を使っている点が異なります。 

iPS細胞関連4者特許の比較

初期化比較項目 山中特許 イエーニッシュ特許 トムソン特許 桜田特許

Ｏｃｔ４，Ｓｏｘ２，Ｋｌｆ４，ｃ－

Ｍｙｃの４因子
○ (日本で特許登録済）

○ （Ｂ細胞では、更に転写

因子Ｃ／ＥBPαを追加）
× ○

腫瘍対策
(上記４因子以外の因子)

○ｃ－Ｍｙｃの代わりにサイ
トカインｂＦＧF

×
○ Ｋｌｆ４、ｃ－Ｍｙｃの代
わりにNanoｇ、Lin28

○ ｃ－Ｍｙｃの代わり

にＨＤＡC(ヒストンデ
アセチラーゼ）阻害剤

ベクター

レトロウイルスベクター
（ヒト細胞へはレンチウイ
ルスベクターでレトロウ
イルスレセプターを導入導
入後、レトロウイルスベクタ

ーで遺伝子導入）

レンチウイルスベクター レンチウイルスベクター

アデノウイルスベクタ
ーでレトロウイルスレ
セプターを導入後、レ
トロウイルスベクター
で遺伝子導入

リプロ
グラミ
ング元
細胞

ヒト ヒト線維芽細胞 ×
○ ヒトＥＳ細胞を分化
させた間葉系細胞及び
線維芽細胞

○ ヒト皮膚、骨髄に
含まれる幹細胞
（未分化幹細胞）

マウス
○ マウス胎児線維芽細胞
（ＭＥＦ）、マウス成体線維
芽細胞（TTF)

○ マウス胎児線維芽細胞
（ＭＥＦ）、マウス成体線維
芽細胞（TTF)、及びＢ細胞

× ×

マーカ
ー・
識別

遺伝子操
作

マウスＦｂｘ１５遺伝子座、
マウスNanog遺伝子座

マウスＯｃｔ４遺伝子座、
マウスＮａｎｏｇ遺伝子座

ヒトＯｃｔ４遺伝子座 ×

遺伝子操
作無
し

○メチル化阻害剤に対する
耐性（請求項１）
○細胞形態のみを指標として

iPS細胞選択(請求項７８，９２)

アルカリフォスファター
ゼの活性

優先日 １３．１２．２００５ ０７．０４．２００７ ２３．０３．２００７ １５．０６．２００７13

聞き手：確か、桜田法は効率が高いと言われていますね。 

幹細胞出願は米国ベンチャーがリード 

羽鳥：スライド 15 は特許庁の技術動向調査から持ってきたも

のです。縦の欄は左から、日本、米国、欧州、中国、韓

国への出願を示しています。日本はさすが、JST が最も

多く抑えていますが、米国からも出ています。米国では

トップに Deltagen という LS 系ベンチャー、以下、

California 大、Michigan 大と大学が名前を連ねています。

なぜ米国ではこんなにベンチャーや大学が頑張っている

かというと、米国の大学には自ら出願できる潤沢なお金

があるからです。スライド 16 は大学のライセンス収入

の日米比較です。図のように 2 桁の開きがあります。こ

の違いは、バイドール法が米国では 20 年も前に施行さ

れたのに対し、日本では数年前にようやく導入されたと

いう違いがあります。だから、日本も 20 年経てば、米

国と肩を並べることができるんじゃないかと楽観的に考

えています。 

幹細胞関連特許
米国ではベンチャーと大学が活発

日本への出願（2,430件） 米国への出願（4,068件） 欧州への出願（2,774件） 中国への出願（607件） 韓国への出願（427件）

出願人
出願
件数 出願人

出願
件数 出願人

出願
件数 出願人

出願
件数 出願人

出願
件数

(独)科学技術振興
機構
(日)

106 DELTAGEN(米)※ 125 AMGEN(米)※ 50

中国人民解放軍
軍事医学科学院
野戦輸血研究所（
中国）

12 CELGENE(米)※ 10

旭化成(日) 62
UNIV 

CALIFORNI
A(米)

49 PFIZER(米) 47 浙江大学（中国） 12 AMGEN(米)※ 9

オリンパス(日) 43 UNIV MICHIGAN(
米) 49

NEUROSPHERES 
HOLDINGS（カナダ
）※

41

中国人民解放軍
軍事医学科学院
基礎医学研究所（
中国）

8
WISCONSIN 
ALUMNI RES 
FOUND（米）

8

(独)産業技術総合
研究所(日) 37 PFIZER(米) 41 NOVARTIS(スイス) 31

UNIV 
MASSACHUSETT
S（米）

8 SANOFI AVENTIS
(フランス) 7

NOVARTIS(スイス
) 33 GERON(米)※ 39 SANOFI AVENTIS(

フランス) 29 CELGENE（米）※ 7 PFIZER(米) 7

(独)理化学研究所
(日) 28

UNITED STATES 
GOVERNMENT（
米）

38
JOHNSON & 
JOHNSON
(米)

26 AMGEN（米）※ 7
(独)科学技術振興
機構
(日本)

6

PFIZER(米) 28
GEN HOSPITAL 
CORP
(米)

37
WISCONSIN 
ALUMNI RES 
FOUND（米）

26 PFIZER（米） 7 SEOUL NAT UNIV 
IND FOUND（韓国） 6

GEN HOSPITAL 
CORP
(米)

27
JOHNSON & 
JOHNSON
(米)

35 GEN HOSPITAL 
CORP(米) 23

UNIV 
CALIFORNI
A（米）

6

KOREA RES INST 
BIOSCI 
BIOTECHNOL（韓
国）

5

麒麟麦酒(日) 26
WISCONSIN 
ALUMNI RES 
FOUND（米）

35
OSIRIS 
THERAPEUTICS
(米)※

23
WISCONSIN 
ALUMNI RES 
FOUND（米）

6
UNIV 

CALIFORNI
A(米)

5

CELGENE(米)※ 26 NOVARTIS(スイス) 34
EVOTEC NEUROSCI
(ドイツ)※ 22 中山大学（中国） 6

出展：2008特許庁技術動向調査15

日本の大学と米国の大学
ライセンス収入比較

218
283 318 355
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日本
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百万ドル （大学技術移転協議会データ）

13.5億円

(2000億円)
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聞き手：日米の研究者には、特許マインドの違いがあるので、そこまで行くのはむずかしそうですね。 



羽鳥：MIT はバイオのシーズを中心に 60 億円のライセンス収

入があります。Seattle の Washinton 大も 40 億円持って

います。Stanford 大は Google のお陰で 300 億円以上持

っています。これに対して日本では東大ですら 1 億数千

万円ですから、とても特許申請にお金を掛けられません。

当面 JST のより積極的な支援に期待するところ大です。 
日本でもリスクのある部分はベンチャーが有利だと思い

ます。in vitro からマウス、できれば霊長類で確立すれ

ば、企業もライセンス取得に動くと思いますが、結構時間がかかるので、そこまで耐えられない。 
昨年、Wisconsin 大で、Stem Cell Summit がありましたが、そこでは、州知事が中心となって、

大学・企業・投資家さらにはエンドユーザである患者さんまで全体が集まってみんなで意見をい

うという雰囲気がありました。日本では、なかなかできないことです。 

日本でもベンチャーの介在が期待

大学

ベン
チャ
ー 医療

産業

基
礎
研
究

製
品

産
業
応
用

ベンチャーとの連携
で、強力な知財ポー
トフォリオの構築！
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聞き手：やはり米国の民主主義の底の深さを感じますね。 

日本の iPS 国際戦略と知財戦略 

羽鳥：iPS で国際的な拠点をということで、京大、理研、慶大、

東大の４機関が選ばれています。 
慶大では、国際的な知財戦略が重要ということで「iPS
細胞知財戦略チーム」を作りました。岡野チームのミー

ティングには毎回知財関係者 3 人が同席して、一番上流

のところでの重要な知財をチェックしています。これは、

岡野先生が、知財戦略に強い決意をお持ちであればこそ

可能なことです。さらには、慶応の代々の医学部長も発

明家ということの影響も大きいでしょう。 
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iPS細胞研究テーマで

国際競争力のある知財を創出

＜通常の技術分野＞
個別戦略

＜これまでの知財取扱＞

研究者から発明届けが
出ると、それをきっかけに
、知財確保、活用が始まる
ことが多かった。
研究成果創出後の個別

戦略による対応。
メリット：担当者が少人数

でも対応可能。
デメリット：タイミングが後

ろ倒しになりがち。

＜iPS細胞関連研究テーマ＞
iPS細胞知財戦略チームを立ち上げ

研究者ミーティング等、研究の上流
から積極的に知財の立場で参加
国内外関連特許の分析と研究者へ

の情報提供
米国仮出願制度、英語PCT等、米

国の制度を有効活用
iPS細胞研究拠点ネットワークを活用して

他の拠点と連携

＋

18

聞き手：特許の専門家にとって、ライフサイエンス系の言葉は

わかりにくいのではないでしょうか。 
羽鳥：関わっている 3 人とも企業などの研究所の出身で、PhD

を持っている方々です。そうでないと、研究者が説明す

るのも大変でしょう。また、ライフ系に強い特許事務所

とうまく連携を取ることも重要です。そこにも PhD をも

つ弁理士がいます。米国でも特許をやっているのはみんな PhD を持っています。 

研究者を支援する知財戦略
質の高い知財権を研究者とともに戦略的に取得

・Ph.D出身や弁理士有資格者からなる知財専門家が、研究者ミーティン
グに参加。

・米国の特許制度活用を案件ごとに精査

リスク対策支援

１）大学も特許侵害と必ずしも無縁ではない。

・外国の機関が権利を有するリサーチツール特許の使用に注意喚起。

→実験用動物 ・細胞株 ・スクリーニング方法

２）法務対応支援

・契約支援

・MTA支援（特に外国の企業からマテリアルを貰う場合に要注意）

情報提供支援

・コンペティターの特許公開情報を整理して研究者に提供

iPS細胞拠点のネットワークを介した拠点間連携・情報共有 19

聞き手：PhD のキャリアモデルとして知財は重要ですね。 
羽鳥：リスク対策支援も今後重要になります。大学において、外国のリサーチツールやマテリアルと使

うときに、知財のリスクを抱えることが十分考えられることです。現在、そこまで手が回りませ

んが、今後の課題でしょう。 
聞き手：研究者への知財教育も重要ですね。 
羽鳥：私も授業を持っていて、iPS 細胞というトピックを使って、講義を行っています。実例にもとづ

いて話すと学生の興味も強く理解も進むようです。 
聞き手：ご多忙のところ、お時間をとっていただき、興味深いお話をお聞かせいただき有り難うござい

ました。 


